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第４節 修正数値図化 

第１款 ＴＳ等を用いる修正数値図化（第３６３条・第３６４条） 

第２款 キネマティック法による修正数値図化（第３６５条・第３６６条） 

第３款 ＲＴＫ法による修正数値図化（第３６７条・第３６８条） 

第４款 ネットワーク型ＲＴＫ法による修正数値図化（第３６９条・第３７０条） 

 

 

第５款 地上レーザ測量による修正数値図化（第３７１条・第３７２条） 

 

第６款 車載写真レーザ測量による修正数値図化（第３７３条・第３７４条） 

第７款 ＵＡＶ写真測量による修正数値図化（第３７５条・第３７６条） 

第８款 空中写真測量による修正数値図化（第３７７条・第３７８条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

款順の入れ

替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動（追加） 

移動（追加） 

変更 

追加 

変更 

移動（削除） 

移動（削除） 



4 

改正案 現行（令和２年３月３１日改正） コメント 

第１０款 既成図を用いる方法による修正数値図化（第２９５条―第２９７条） 

第１１款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化（第２９８条―第３００条） 

第５節 現地調査（第３０１条） 

第６節 修正数値編集（第３０２条―第３０４条） 

第７節 数値地形図データファイルの更新（第３０５条） 

第８節 品質評価（第３０６条） 

第９節 成果等の整理（第３０７条・第３０８条） 

第７章 写真地図作成 

第１節 要旨（第３０９条―第３１３条） 

第２節 作業計画（第３１４条・第３１５条） 

第３節 数値地形モデルの作成（第３１６条―第３２１条） 

第４節 正射変換（第３２２条・第３２３条） 

第５節 モザイク（第３２４条―第３２６条） 

第６節 写真地図データファイルの作成（第３２７条・第３２８条） 

第７節 品質評価（第３２９条） 

第８節 成果等の整理（第３３０条・第３３１条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 地図編集 

第１節 要旨（第３３２条―第３３６条） 

第２節 作業計画（第３３７条） 

第３節 資料収集及び整理（第３３８条） 

第４節 編集原稿データの作成（第３３９条・第３４０条） 

第５節 数値編集（第３４１条―第３４３条） 

第６節 数値地形図データファイルの作成（第３４４条） 

第７節 品質評価（第３４５条） 

第８節 成果等の整理（第３４６条・第３４７条） 

第９章 基盤地図情報の作成 

第１節 要旨（第３４８条） 

第２節 基盤地図情報の作成方法（第３４９条） 

第３節 既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成（第３５０条・第３５１条） 

第４節 作業計画（第３５２条） 

第５節 既存の測量成果等の収集及び整理（第３５３条） 

第６節 基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整（第３５４条―第３５７条） 

第７節 基盤地図情報項目の抽出（第３５８条） 

第８節 品質評価（第３５９条） 

第９款 既成図を用いる方法による修正数値図化（第３７９条―第３８１条） 

第１０款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化（第３８２条―第３８４条） 

第５節 現地調査（第３８５条） 

第６節 修正数値編集（第３８６条―第３８８条） 

第７節 数値地形図データファイルの更新（第３８９条） 

第８節 品質評価（第３９０条） 

第９節 成果等の整理（第３９１条・第３９２条） 

第９章 写真地図作成 

第１節 要旨（第３９３条―第３９７条） 

第２節 作業計画（第３９８条・第３９９条） 

第３節 数値地形モデルの作成（第４００条―第４０５条） 

第４節 正射変換（第４０６条・第４０７条） 

第５節 モザイク（第４０８条―第４１０条） 

第６節 写真地図データファイルの作成（第４１１条・第４１２条） 

第７節 品質評価（第４１３条） 

第８節 成果等の整理（第４１４条・第４１５条） 

第１０章 航空レーザ測量 

第１節 要旨（第４１６条―第４１８条） 

第２節 作業計画（第４１９条） 

第３節 固定局の設置（第４２０条・第４２１条） 

第４節 航空レーザ計測（第４２２条―第４２６条） 

第５節 調整用基準点の設置（第４２７条・第４２８条） 

第６節 三次元計測データの作成（第４２９条―第４３６条） 

第７節 オリジナルデータの作成（第４３７条・第４３８条） 

第８節 グラウンドデータの作成（第４３９条―第４４３条） 

第９節 グリッドデータの作成（第４４４条―第４４６条） 

第１０節 等高線データの作成（第４４７条・第４４８条） 

第１１節 数値地形図データファイルの作成（第４４９条） 

第１２節 品質評価（第４５０条） 

第１３節 成果等の整理（第４５１条・第４５２条） 

第１１章 地図編集 

第１節 要旨（第４５３条―第４５７条） 

第２節 作業計画（第４５８条） 

第３節 資料収集及び整理（第４５９条） 

第４節 編集原稿データの作成（第４６０条・第４６１条） 

第５節 数値編集（第４６２条―第４６４条） 

第６節 数値地形図データファイルの作成（第４６５条） 

第７節 品質評価（第４６６条） 

第８節 成果等の整理（第４６７条・第４６８条） 

第１２章 基盤地図情報の作成 

第１節 要旨（第４６９条） 

第２節 基盤地図情報の作成方法（第４７０条） 

第３節 既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成（第４７１条・第４７２条） 

第４節 作業計画（第４７３条） 

第５節 既存の測量成果等の収集及び整理（第４７４条） 

第６節 基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整（第４７５条―第４７８条） 

第７節 基盤地図情報項目の抽出（第４７９条） 

第８節 品質評価（第４８０条） 

変更 

変更 

 

 

 

 

 

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更 
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改正案 現行（令和２年３月３１日改正） コメント 

第９節 成果等の整理（第３６０条・第３６１条） 

第４編 地形測量及び写真測量（三次元点群測量） 

第１章 通則 

第１節 要旨（第３６２条） 

第２節 製品仕様書の記載事項（第３６３条） 

第３節 測量方法（第３６４条） 

第２章 地上レーザ測量 

第１節 要旨（第３６５条・第３６６条） 

第２節 作業計画（第３６７条） 

第３節 オリジナルデータの作成 

第１款 要旨（第３６８条・第３６９条） 

第２款 標定点の設置（第３７０条―第３７４条） 

第３款 地上レーザ計測（第３７５条―第３８０条） 

 

第４節 その他の成果データの作成 

 第１款 要旨（第３８１条） 

第２款 グラウンドデータの作成（第３８２条・第３８３条） 

第３款 グリッドデータの作成（第３８４条・第３８５条） 

第４款 等高線データの作成（第３８６条・第３８７条） 

第５款 数値地形図データの作成（第３８８条―第４０４条） 

第５節 成果データファイルの作成（第４０５条） 

第６節 品質評価（第４０６条） 

第７節 成果等の整理（第４０７条・第４０８条） 

第３章 ＵＡＶ写真点群測量 

第１節 要旨（第４０９条・第４１０条） 

第２節 作業計画（第４１１条） 

第３節 標定点及び検証点の設置（第４１２条―第４１６条） 

第４節 撮影（第４１７条―第４２５条） 

第５節 三次元形状復元計算（第４２６条―第４２９条） 

第６節 グラウンドデータの作成及び構造化（第４３０条―第４３２条） 

第７節 成果データファイルの作成（第４３３条） 

第８節 品質評価（第４３４条） 

第９節 成果等の整理（第４３５条・第４３６条） 

第４章 ＵＡＶレーザ測量 

第１節 要旨（第４３７条・第４３８条） 

第２節 成果品の要求仕様の策定（第４３９条―第４４２条） 

第３節 作業計画（第４４３条） 

第４節 作業仕様の策定（第４４４条―第４４９条） 

第５節 オリジナルデータの作成 

第１款 計測計画の作成（第４５０条） 

第２款 固定局の設置（第４５１条） 

第３款 調整点の設置（第４５２条・第４５３条） 

第４款 計測（第４５４条―第４５７条） 

第５款 最適軌跡解析（第４５８条・第４５９条） 

第６款 オリジナルデータの作成（第４６０条―第４６３条） 

第７款 オリジナルデータの点検測量（第４６４条） 

第６節 その他の成果データの作成 

 第１款 要旨（第４６５条） 

第９節 成果等の整理（第４８１条・第４８２条） 

第４編 三次元点群測量 

第１章 通則 

第１節 要旨（第４８３条） 

第２節 製品仕様書の記載事項（第４８４条） 

第３節 測量方法（第４８５条） 

第２章 地上レーザ点群測量 

第１節 要旨（第４８６条・第４８７条） 

第２節 作業計画（第４８８条） 

 

 

第３節 標定点の設置（第４８９条―第４９３条） 

第４節 地上レーザ観測（第４９４条―第５０１条） 

第５節 三次元点群データ編集（第５０２条―第５０５条） 

 

 

 

 

 

 

第６節 三次元点群データファイルの作成（第５０６条） 

第７節 品質評価（第５０７条） 

第８節 成果等の整理（第５０８条・第５０９条） 

第３章 ＵＡＶ写真点群測量 

第１節 要旨（第５１０条・第５１１条） 

第２節 作業計画（第５１２条） 

第３節 標定点及び検証点の設置（第５１３条―第５１７条） 

第４節 撮影（第５１８条―第５２６条） 

第５節 三次元形状復元計算（第５２７条―第５３０条） 

第６節 三次元点群データ編集（第５３１条―第５３３条） 

第７節 三次元点群データファイルの作成（第５３４条） 

第８節 品質評価（第５３５条） 

第９節 成果等の整理（第５３６条・第５３７条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更 

 

表現の適正化 

 

 

変更 

 

 

追加 

 

 

表現の適正化 

削除 

 

追加 

 

 

 

 

表現の適正化 

変更 

変更 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

表現の適正化 

 

 

追加 
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改正案 現行（令和２年３月３１日改正） コメント 

第２款 グラウンドデータの作成（第４６６条・第４６７条） 

第３款 グリッドデータの作成（第４６８条・第４６９条） 

第４款 等高線データの作成（第４７０条・第４７１条） 

第５款 数値地形図データの作成（第４７２条―第４７４条） 

第７節 成果データファイルの作成（第４７５条） 

第８節 品質評価（第４７６条） 

第９節 成果等の整理（第４７７条・第４７８条） 

第５章 車載写真レーザ測量 

第１節 要旨（第４７９条・第４８０条） 

第２節 成果品の要求仕様の策定（第４８１条―第４８３条） 

第３節 作業計画（第４８４条） 

第４節 作業仕様の策定（第４８５条―第４８９条） 

第５節 調整点の設置（第４９０条―第４９３条） 

第６節 オリジナルデータの作成 

第１款 移動取得（第４９４条―第４９８条） 

第２款 データ処理（第４９９条―第５０８条） 

第３款 オリジナルデータの点検（第５０９条・第５１０条） 

第７節 その他の成果データの作成 

 第１款 要旨（第５１１条） 

第２款 グラウンドデータの作成（第５１２条・第５１３条） 

第３款 グリッドデータの作成（第５１４条・第５１５条） 

第４款 等高線データの作成（第５１６条・第５１７条） 

第５款 数値地形図データの作成（第５１８条―第５３０条） 

第８節 成果データファイルの作成（第５３１条） 

第９節 品質評価（第５３２条） 

第１０節 成果等の整理（第５３３条・第５３４条） 

第６章 航空レーザ測量 

第１節 要旨（第５３５条―第５３７条） 

第２節 作業計画（第５３８条） 

第３節 固定局の設置（第５３９条・第５４０条） 

第４節 航空レーザ計測（第５４１条―第５４６条） 

第５節 調整点の設置（第５４７条・第５４８条） 

第６節 点群データの作成（第５４９条―第５５６条） 

第７節 オリジナルデータの作成（第５５７条・第５５８条） 

第８節 グラウンドデータの作成（第５５９条―第５６３条） 

第９節 グリッドデータの作成（第５６４条―第５６６条） 

第１０節 等高線データの作成（第５６７条・第５６８条） 

第１１節 成果データファイルの作成（第５６９条） 

第１２節 品質評価（第５７０条） 

第１３節 成果等の整理（第５７１条・第５７２条） 

第７章 航空レーザ測深測量 

第１節 要旨（第５７３条―第５７６条） 

第２節 作業計画（第５７７条・第５７８条） 

第３節 固定局の設置（第５７９条・第５８０条） 

第４節 航空レーザ測深（第５８１条―第５８６条） 

第５節 調整点の設置（第５８７条・第５８８条） 

第６節 点群データの作成（第５８９条―第５９７条） 

第７節 オリジナルデータの作成（第５９８条・第５９９条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 
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改正案 現行（令和２年３月３１日改正） コメント 

第８節 グラウンドデータの作成（第６００条―第６０５条） 

第９節 グリッドデータの作成（第６０６条―第６０８条） 

第１０節 等高線データの作成（第６０９条・第６１０条） 

第１１節 成果データファイルの作成（第６１１条） 

第１２節 品質評価（第６１２条） 

第１３節 成果等の整理（第６１３条・第６１４条） 

第５編 応用測量 

第１章 通則 

第１節 要旨（第６１５条―第６２１条） 

第２節 製品仕様書の記載事項（第６２２条） 

第２章 路線測量 

第１節 要旨（第６２３条・第６２４条） 

第２節 作業計画（第６２５条） 

第３節 線形決定（第６２６条―第６２８条） 

第４節 中心線測量（第６２９条―第６３１条） 

第５節 仮ＢＭ設置測量（第６３２条―第６３４条） 

第６節 縦断測量（第６３５条・第６３６条） 

第７節 横断測量（第６３７条・第６３８条） 

第８節 詳細測量（第６３９条・第６４０条） 

第９節 用地幅杭設置測量（第６４１条―第６４３条） 

第１０節 品質評価（第６４４条） 

第１１節 成果等の整理（第６４５条・第６４６条） 

第３章 河川測量 

第１節 要旨（第６４７条・第６４８条） 

第２節 作業計画（第６４９条） 

第３節 距離標設置測量（第６５０条・第６５１条） 

第４節 水準基標測量（第６５２条・第６５３条） 

第５節 定期縦断測量（第６５４条・第６５５条） 

第６節 定期横断測量（第６５６条・第６５７条） 

第７節 深浅測量（第６５８条・第６５９条） 

第８節 法線測量（第６６０条・第６６１条） 

第９節 海浜測量及び汀線測量（第６６２条・第６６３条） 

第１０節 品質評価（第６６４条） 

第１１節 成果等の整理（第６６５条・第６６６条） 

第４章 用地測量 

第１節 要旨（第６６７条・第６６８条） 

第２節 作業計画（第６６９条） 

第３節 資料調査（第６７０条―第６７５条） 

第４節 復元測量（第６７６条・第６７７条） 

第５節 境界確認（第６７８条・第６７９条） 

第６節 境界測量（第６８０条―第６８４条） 

第７節 境界点間測量（第６８５条・第６８６条） 

第８節 面積計算（第６８７条・第６８８条） 

第９節 用地実測図データファイルの作成（第６８９条・第６９０条） 

第１０節 用地平面図データファイルの作成（第６９１条・第６９２条） 

第１１節 品質評価（第６９３条） 

第１２節 成果等の整理（第６９４条・第６９５条） 

第５章 その他の応用測量 

 

 

 

 

 

 

第５編 応用測量 

第１章 通則 

第１節 要旨（第５３８条―第５４４条） 

第２節 製品仕様書の記載事項（第５４５条） 

第２章 路線測量 

第１節 要旨（第５４６条・第５４７条） 

第２節 作業計画（第５４８条） 

第３節 線形決定（第５４９条―第５５１条） 

第４節 中心線測量（第５５２条―第５５４条） 

第５節 仮ＢＭ設置測量（第５５５条―第５５７条） 

第６節 縦断測量（第５５８条・第５５９条） 

第７節 横断測量（第５６０条・第５６１条） 

第８節 詳細測量（第５６２条・第５６３条） 

第９節 用地幅杭設置測量（第５６４条―第５６６条） 

第１０節 品質評価（第５６７条） 

第１１節 成果等の整理（第５６８条・第５６９条） 

第３章 河川測量 

第１節 要旨（第５７０条・第５７１条） 

第２節 作業計画（第５７２条） 

第３節 距離標設置測量（第５７３条・第５７４条） 

第４節 水準基標測量（第５７５条・第５７６条） 

第５節 定期縦断測量（第５７７条・第５７８条） 

第６節 定期横断測量（第５７９条・第５８０条） 

第７節 深浅測量（第５８１条・第５８２条） 

第８節 法線測量（第５８３条・第５８４条） 

第９節 海浜測量及び汀線測量（第５８５条・第５８６条） 

第１０節 品質評価（第５８７条） 

第１１節 成果等の整理（第５８８条・第５８９条） 

第４章 用地測量 

第１節 要旨（第５９０条・第５９１条） 

第２節 作業計画（第５９２条） 

第３節 資料調査（第５９３条―第５９８条） 

第４節 復元測量（第５９９条・第６００条） 

第５節 境界確認（第６０１条・第６０２条） 

第６節 境界測量（第６０３条―第６０７条） 

第７節 境界点間測量（第６０８条・第６０９条） 

第８節 面積計算（第６１０条・第６１１条） 

第９節 用地実測図データファイルの作成（第６１２条・第６１３条） 

第１０節 用地平面図データファイルの作成（第６１４条・第６１５条） 

第１１節 品質評価（第６１６条） 

第１２節 成果等の整理（第６１７条・第６１８条） 

第５章 その他の応用測量 
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第１節 要旨（第６９６条） 

第２節 作業計画（第６９７条） 

第３節 作業方法（第６９８条） 

第４節 作業内容（第６９９条） 

第５節 品質評価（第７００条） 

第６節 成果等の整理（第７０１条・第７０２条） 

附則 

付録１ 測量機器検定基準 

付録２ 公共測量における測量機器の現場試験の基準 

付録３ 測量成果検定基準 

付録４ 標準様式 

付録５ 永久標識の規格及び埋設方法 

付録６ 計算式集 

付録７ 公共測量標準図式 

付録８ 多言語表記による図式 

別表１ 測量機器級別性能分類表 

 

第１節 要旨（第６１９条） 

第２節 作業計画（第６２０条） 

第３節 作業方法（第６２１条） 

第４節 作業内容（第６２２条） 

第５節 品質評価（第６２３条） 

第６節 成果等の整理（第６２４条・第６２５条） 

附則 

付録１ 測量機器検定基準 

付録２ 公共測量における測量機器の現場試験の基準 

付録３ 測量成果検定基準 

付録４ 標準様式 

付録５ 永久標識の規格及び埋設方法 

付録６ 計算式集 

付録７ 公共測量標準図式 

付録８ 多言語表記による図式 

別表１ 測量機器級別性能分類表 
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第１編 総則 第１編 総則 
 

（目的及び適用範囲） 

第１条 この準則は、測量法（昭和２４年法律第１８８号。以下「法」という。）第３４条の規定に基づき、公共

測量における標準的な作業方法等を定め、その規格を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的

とする。 

２ この準則は、公共測量に適用する。 

（目的及び適用範囲） 

第１条 この準則は、測量法（昭和２４年法律第１８８号。以下「法」という。）第３４条の規定に基づき、公共

測量における標準的な作業方法等を定め、その規格を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的

とする。 

２ この準則は、公共測量に適用する。 

  

（測量の基準） 

第２条 公共測量において、位置は、特別の事情がある場合を除き、平面直角座標系（平成１４年国土交通省告

示第９号）に規定する世界測地系に従う直角座標及び測量法施行令（昭和２４年政令第３２２号）第２条第２

項に規定する日本水準原点を基準とする高さ（以下「標高」という。）により表示する。 

（測量の基準） 

第２条 公共測量において、位置は、特別の事情がある場合を除き、平面直角座標系（平成１４年国土交通省告

示第９号）に規定する世界測地系に従う直角座標及び測量法施行令（昭和２４年政令第３２２号）第２条第２

項に規定する日本水準原点を基準とする高さ（以下「標高」という。）により表示する。 

  

（測量法の遵守等） 

第３条 測量計画機関（以下「計画機関」という。）、測量作業機関（以下「作業機関」という。）及び作業に従事

する者（以下「作業者」という。）は、作業の実施に当たり、法を遵守しなければならない。 

２ この準則において、使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。 

（測量法の遵守等） 

第３条 測量計画機関（以下「計画機関」という。）及び測量作業機関（以下「作業機関」という。）並びに作業に

従事する者（以下「作業者」という。）は、作業の実施に当たり、法を遵守しなければならない。 

２ この準則において、使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。 

  

表現の適正化 

（関係法令等の遵守等） 

第４条 計画機関、作業機関及び作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環

境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならな

い。 

（関係法令等の遵守等） 

第４条 計画機関及び作業機関並びに作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規

制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければ

ならない。 

 

表現の適正化 

（測量の計画） 

第５条 計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、目的、地域、作業量、期間、精度、方法等について適

切な計画を策定しなければならない。 

２ 計画機関は、前項の計画の立案に当たり、当該作業地域における基本測量及び公共測量の実施状況について

調査し、利用できる測量成果、測量記録及びその他必要な資料（以下「測量成果等」という。）の活用を図るこ

とにより、測量の重複を避けるよう努めなければならない。 

３ 計画機関は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書（以下「製品仕様書」という。）

を定めなければならない。 

一 製品仕様書は、「地理情報標準プロファイル Japan Profile for Geographic Information Standards

（JPGIS）」（以下「ＪＰＧＩＳ」という。）に準拠するものとする。 

二 製品仕様書による品質評価の位置正確度等については、この準則の各作業工程を適用するものとする。た

だし、この準則における各作業工程を適用しない場合は、ＪＰＧＩＳによる品質評価を標準とする。 

（測量の計画） 

第５条 計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、目的、地域、作業量、期間、精度、方法等について適

切な計画を策定しなければならない。 

２ 計画機関は、前項の計画の立案に当たり、当該作業地域における基本測量及び公共測量の実施状況について

調査し、利用できる測量成果、測量記録及びその他必要な資料（以下「測量成果等」という。）の活用を図るこ

とにより、測量の重複を避けるよう努めなければならない。 

３ 計画機関は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書（以下「製品仕様書」という。）

を定めなければならない。 

一 製品仕様書は、「地理情報標準プロファイル Japan Profile for Geographic Information Standards

（JPGIS）」（以下「ＪＰＧＩＳ」という。）に準拠するものとする。 

二 製品仕様書による品質評価の位置正確度等については、この準則の各作業工程を適用するものとする。た

だし、この準則における各作業工程を適用しない場合は、ＪＰＧＩＳによる品質評価を標準とする。 

 

（測量法に基づく手続） 

第６条 計画機関は、法第３９条において読み替えて準用する法第１４条第１項、同条第２項（実施の公示）、法

第２１条（永久標識及び一時標識に関する通知）及び法第２６条（測量標の使用）並びに法第３０条第１項（測

量成果の使用）、法第３６条（計画書についての助言）、法第３７条（公共測量の表示等）及び法第４０条第１項

（測量成果の提出）等の規定による手続を適切に行わなければならない。 

（測量法に基づく手続） 

第６条 計画機関は、法第３９条において読み替えて準用する法第１４条第１項、同条第２項（実施の公示）、法

第２１条（永久標識及び一時標識に関する通知）及び法第２６条（測量標の使用）並びに法第３０条第１項（測

量成果の使用）、法第３６条（計画書についての助言）、法第３７条（公共測量の表示等）及び法第４０条第１項

（測量成果の提出）等の規定による手続を適切に行わなければならない。 

 

（測量業者以外の者への発注の禁止） 

第７条 計画機関は、法第１０条の３に規定する測量業者以外の者に、この準則を適用して行う測量を請け負わ

せてはならない。 

（測量業者以外の者への発注の禁止） 

第７条 計画機関は、法第１０条の３に規定する測量業者以外の者に、この準則を適用して行う測量を請け負わ

せてはならない。 

 

（基盤地図情報） 

第８条 この準則において「基盤地図情報」とは、地理空間情報活用推進基本法第２条第３項の基盤地図情報に

係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令（平成１９年国土交通省令第７８号。以下「項目及

び基準に関する省令」という。）の規定を満たす位置情報をいう。 

 

２ 計画機関は、測量成果である基盤地図情報の整備及び活用に努めるものとする。 

（基盤地図情報） 

第８条 この準則において「基盤地図情報」とは、地理空間情報活用推進基本法（平成１９年法律第６３号。以下

「基本法」という。）第２条第３項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令

（平成１９年国土交通省令第７８号。以下「項目及び基準に関する省令」という。）の規定を満たす位置情報を

いう。 

２ 計画機関は、測量成果である基盤地図情報の整備及び活用に努めるものとする。 

  

削除 

（実施体制） 

第９条 作業機関は、測量作業を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整えなければならない。 

２ 作業機関は、作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として、主任技術者を選任しなければな

（実施体制） 

第９条 作業機関は、測量作業を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整えなければならない。 

２ 作業機関は、作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として、主任技術者を選任しなければな
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らない。 

３ 前項の主任技術者は、法第４９条の規定に従い登録された測量士であり、かつ、高度な技術と十分な実務経

験を有する者でなければならない。 

４ 作業機関において、技術者として公共測量に従事する者は、法第４９条の規定に従い登録された測量士又は

測量士補でなければならない。 

らない。 

３ 前項の主任技術者は、法第４９条の規定に従い登録された測量士であり、かつ、高度な技術と十分な実務経

験を有する者でなければならない。 

４ 作業機関において、技術者として公共測量に従事する者は、法第４９条の規定に従い登録された測量士又は

測量士補でなければならない。 

（安全の確保） 

第１０条 作業機関は、特に現地での測量作業において、作業者の安全の確保について適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

（安全の確保） 

第１０条 作業機関は、特に現地での測量作業において、作業者の安全の確保について適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

  

（作業計画） 

第１１条 作業機関は、測量作業着手前に、測量作業の方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な

作業計画を立案し、これを計画機関に提出して、その承認を得なければならない。作業計画を変更しようとす

るときも同様とする。 

（作業計画） 

第１１条 作業機関は、測量作業着手前に、測量作業の方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な

作業計画を立案し、これを計画機関に提出して、その承認を得なければならない。作業計画を変更しようとす

るときも同様とする。 

  

（工程管理） 

第１２条 作業機関は、前条の作業計画に基づき、適切な工程管理を行わなければならない。 

２ 作業機関は、測量作業の進捗状況を適宜計画機関に報告しなければならない。 

（工程管理） 

第１２条 作業機関は、前条の作業計画に基づき、適切な工程管理を行わなければならない。 

２ 作業機関は、測量作業の進捗状況を適宜計画機関に報告しなければならない。 

  

（精度管理） 

第１３条 作業機関は、測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、この結果に基づいて精度管理表

及び品質評価表を作成し、これを計画機関に提出しなければならない。 

２ 作業機関は、各工程別作業区分の作業終了後及び適宜作業の途中に、この準則に定める点検を行わなければ

ならない。 

３ 作業機関は、作業の終了後速やかに点検測量を行わなければならない。 

  点検測量率は、次表を標準とする。 

測 量 種 別 率 

１・２級基準点測量 

３・４級基準点測量 

電子基準点のみを既知点とする３級基準点測量 

 

レベル等による１～４級水準測量 

レベル等による簡易水準測量 

ＧＮＳＳ測量機による３級水準測量 

 

地形測量及び写真測量（数値地形図データ作成） 

 

地形測量及び写真測量（三次元点群データ作成） 

線形決定 

中心線測量 

縦断測量 

横断測量 

10% 

5% 

10% 

 

5% 

5% 

10% 

 

2% 

 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

  

（精度管理） 

第１３条 作業機関は、測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、この結果に基づいて品質評価表

及び精度管理表を作成し、これを計画機関に提出しなければならない。 

２ 作業機関は、各工程別作業区分の作業終了後及び適宜作業の途中に、この準則に定める点検を行わなければ

ならない。 

３ 作業機関は、作業の終了後速やかに点検測量を行わなければならない。 

  点検測量率は、次表を標準とする。 

測 量 種 別 率 

１ ・ ２ 級 基 準 点 測 量 

３ ・ ４ 級 基 準 点 測 量 

 

レ ベ ル 等 に よ る 水 準 測 量 

１～４級水準測量 

簡 易 水 準 測 量 

ＧＮＳＳ測量機による水準測量 

３ 級 水 準 測 量 

地 形 測 量 及 び 写 真 測 量 

航空レーザ測量 

三 次 元 点 群 測 量 

線 形 決 定 

中 心 線 測 量 

縦 断 測 量 

横 断 測 量 

10% 

5% 

 

 

5% 

5% 

 

10% 

2% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

  

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 

削除 

表現の適正化 

 

 

 

表現の適正化 

削除 

表現の適正化 

（機器の検定等） 

第１４条 作業機関は、計画機関が指定する機器については、付録１に基づく測定値の正当性を保証する検定を

行った機器を使用しなければならない。ただし、１年以内に検定を行った機器（標尺については３年以内）を

使用する場合は、この限りでない。 

２ 前項の検定は、測量機器の検定に関する技術及び機器等を有する第三者機関によるものとする。ただし、計

画機関が作業機関の機器の検査体制を確認し、妥当と認められた場合には、作業機関は、付録２による国内規

格の方式に基づき自ら検査を実施し、その結果を第三者機関による検定に代えることができる。 

３ 作業者は、観測に使用する主要な機器について、作業前及び作業中に適宜点検を行い、必要な調整をしなけ

ればならない。 

（機器の検定等） 

第１４条 作業機関は、計画機関が指定する機器については、付録１に基づく測定値の正当性を保証する検定を

行った機器を使用しなければならない。ただし、１年以内に検定を行った機器（標尺については３年以内）を

使用する場合は、この限りでない。 

２ 前項の検定は、測量機器の検定に関する技術及び機器等を有する第三者機関によるものとする。ただし、計

画機関が作業機関の機器の検査体制を確認し、妥当と認められた場合には、作業機関は、付録２による国内規

格の方式に基づき自ら検査を実施し、その結果を第三者機関による検定に代えることができる。 

３ 作業者は、観測に使用する主要な機器について、作業前及び作業中に適宜点検を行い、必要な調整をしなけ

ればならない。 
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（測量成果の検定） 

第１５条 作業機関は、基盤地図情報に該当する測量成果等の高精度を要する測量成果又は利用度の高い測量成

果で計画機関が指定するものについては、付録３に基づく検定を受けなければならない。 

２ 前項の検定は、当該検定に関する技術を有する第三者機関によるものとする。 

（測量成果の検定） 

第１５条 作業機関は、基盤地図情報に該当する測量成果等の高精度を要する測量成果又は利用度の高い測量成

果で計画機関が指定するものについては、付録３に基づく検定を受けなければならない。 

２ 前項の検定は、当該検定に関する技術を有する第三者機関によるものとする。 

  

（測量成果等の提出） 

第１６条 作業機関は、作業が終了したときは、遅滞なく、測量成果等を付録４の様式に基づき整理し、これら

を計画機関に提出しなければならない。 

２ 第２編を適用して行う基準点測量（第５編において第２編を適用して行うこととしているものを含む。）にお

いて得られる測量成果は、全て基盤地図情報に該当するものとする。 

３ 第３編から第５編までを適用して行う地形測量及び写真測量並びに応用測量において得られる測量成果であ

って、基盤地図情報に該当するものは、第３編第９章の規定を適用するものとする。 

４ 測量成果等は、原則としてあらかじめ計画機関が定める様式に従って電磁的記録媒体で提出するものとする。 

５ 計画機関は、第１項の規定により測量成果等の提出を受けたときは、速やかに当該測量成果等の精度、内容

等を検査しなければならない。 

６ 測量成果等において位置を表示するときは、世界測地系によることを表示するものとする。 

（測量成果等の提出） 

第１６条 作業機関は、作業が終了したときは、遅滞なく、測量成果等を付録４の様式に基づき整理し、これら

を計画機関に提出しなければならない。 

２ 第２編を適用して行う基準点測量（第５編において第２編を適用して行うこととしているものを含む。）にお

いて得られる測量成果は、全て基盤地図情報に該当するものとする。 

３ 第３編から第５編までを適用して行う地形測量及び写真測量並びに三次元点群測量並びに応用測量において

得られる測量成果であって、基盤地図情報に該当するものは、第３編第１２章の規定を適用するものとする。 

４ 測量成果等は、原則としてあらかじめ計画機関が定める様式に従って電磁的記録媒体で提出するものとする。 

５ 計画機関は、第１項の規定により測量成果等の提出を受けたときは、速やかに当該測量成果等の精度、内容

等を検査しなければならない。 

６ 測量成果等において位置を表示するときは、世界測地系によることを表示するものとする。 

  

 

 

 

 

削除 

変更 

（機器等及び作業方法に関する特例） 

第１７条 計画機関は、必要な精度の確保及び作業能率の維持に支障がないと認められる場合には、この準則に

定めのない機器及び作業方法を用いることができる。ただし、第５条第３項に基づき、各編にその詳細を定め

る製品仕様書に係る事項については、この限りでない。 

２ 計画機関は、この準則に定めのない新しい測量技術を使用する場合には、使用する資料、機器、測量方法等

により精度が確保できることを作業機関等からの検証結果等に基づき確認するとともに、確認に当たっては、

あらかじめ国土地理院の長の意見を求めるものとする。 

３ 国土地理院が新しい測量技術による測量方法に関するマニュアルを定めた場合は、当該マニュアルを前項の

確認のための資料として使用することができる。 

（機器等及び作業方法に関する特例） 

第１７条 計画機関は、必要な精度の確保及び作業能率の維持に支障がないと認められる場合には、この準則に

定めのない機器及び作業方法を用いることができる。ただし、第５条第３項に基づき、各編にその詳細を定め

る製品仕様書に係る事項については、この限りでない。 

２ 計画機関は、この準則に定めのない新しい測量技術を使用する場合には、使用する資料、機器、測量方法等

により精度が確保できることを作業機関等からの検証結果等に基づき確認するとともに、確認に当たっては、

あらかじめ国土地理院の長の意見を求めるものとする。 

３ 国土地理院が新しい測量技術による測量方法に関するマニュアルを定めた場合は、当該マニュアルを前項の

確認のための資料として使用することができる。 

  

 


